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新型コロナウイルスワクチン接種の推進について
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新型コロナウイルス感染症対策に関連し、高齢者接種後の「その他の人」の接種に伴う、ワクチン供給と県と市
町の役割について

　

　滋賀県内における新型コロナウイルス感染症対策に関連し、県と市町がともに取り組む事業については、引き
続き事前の資料提供と内容説明等をお願いしたい。
　例えば、「医療従事者向け先行接種」に次ぐ、県が行う「医療従事者向け優先接種」についても、事前に時
期や接種場所等の情報提供をしていただきたい。
　また、県としての役割の明確化と４月５日の週から段階的に各都道府県に配送予定のワクチンについては、
医療現場の声を聞いた配分と接種計画をお願いするとともに、今後、「高齢者向け接種」「その他の人」接種に
ついて、公平に市町へ配分されるよう、県と市町の役割について意見交換を行いたい。

①新型コロナウイルスワクチン接種について

○新型コロナウイルス感染症に係るワクチンについては、県民への円滑な接種を実施するため、それに必要な体
制の確保に取り組む必要がある。
　
○県では、本年１月４日に「ワクチン接種推進チーム」を立ち上げ、２月１日には13人体制に強化を図った
ところ。

○市町においては、医師会等の調整、医療従事者や接種会場の確保、高齢者施設の入居者への接種
体制の構築など、住民へのワクチン接種の実施主体としてご尽力いただいているところ。

○２月中旬に薬事承認がされた場合、４月１日以降に高齢者への接種が見込まれることから、３月下旬には
市町において接種券の発送が予定されているところ。

○ワクチン接種は、前例のない大規模な予防接種事業であり、市町や医療機関等と「連携」を図りながら、
「安全」「安心」かつ「着実」に推進することが必要であることから、市町の取組状況や課題を共有し、その解決
に向けて議論および意見交換をさせていただきたい。（今後の状況について明らかでない面もあることから、開催
時点の状況に応じた課題等について、意見交換させていただきたい。）
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　国（厚生労働省）では、「地域共生社会」の実現に向けた取り組みを進めており、関係法令の一部改正によ
り、市町村には包括的な支援体制を整備することが努力義務化された。また、令和元年に開催された有識者
による地域共生社会推進検討会議では、「①相談支援」、「②参加支援」、「③地域づくり支援」を内容とする
新たな事業の創設を行うべきとのとりまとめが行われた。
　この最終とりまとめを踏まえ「重層的支援体制整備事業」の創設を柱とした「地域共生社会の実現のための
社会福祉法等の一部を改正する法律」が令和２年６月１２日に公布されたところである（一部を除き、令和３
年度の施行）。
　甲賀市では令和４年度からの事業実施を計画しているが、令和３年４月からの実施の市もあるとのことから、
３つの支援内容に関し下記のとおり意見交換や情報共有を行いたい。

① 相談支援（断らない相談体制づくり）について
・ワンストップ窓口方式、個別相談連携方式などがあるが、現在の各市町での検討状況について。
・福祉部門（なお、本市では高齢、障がい、困窮などを所管する健康福祉部）の取り組みに矮小化されがちだ
が、部局横断の庁内検討体制はどうされるか（コーディネート機能はどこが担うのか。組織体制の変更を視野に
入れているかなど）。
※高齢、子ども、障がい、困窮の４分野だけでも、各市町では担当部局が分かれると考えることから。
・多機関連携における社会福祉協議会の役割はどのように考えているか。
・県はどのような連携・支援を想定されているか。

② 参加支援、③地域づくり支援について
・特に、地域づくり支援へどのように取り組む予定であるか（体制整備も含め）。
・地域コミュニティ（まち協、自治振興会）との関わりを想定されているか。それとも既存の福祉関係団体である
か。
※「①相談支援」は行政主体の取組であり、比較的実施しやすい部分であるが、地域共生の重要な部分は
「②参加支援」、「③地域づくり支援」であることから。

②重層的支援体制整備事業について


